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(57)【要約】
【課題】異周波ハンドオーバにおいて、通信品質が良い
周辺セルとのハンドオーバを迅速に行うことができる無
線ネットワーク制御装置及びハンドオーバ制御方法を提
供すること。
【解決手段】本発明の無線ネットワーク制御装置３０は
、通信中セル及びその周辺セルに関するセル情報を保持
するセル情報保持部３０２と、前記セル情報を用いて、
通信品質を測定する周波数の優先度を決定する優先度決
定部３０４と、前記優先度を用いて、通信品質を測定す
る周波数を決定する周波数決定部３０３と、決定された
周波数についての測定通信品質からハンドオーバを行う
周波数を決定するハンドオーバセル決定部３０５と、決
定された周波数で異周波ハンドオーバを実行する制御部
３０１と、を具備することを特徴とする。
【選択図】図２



(2) JP 2010-74403 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信中セル及びその周辺セルに関するセル情報を保持するセル情報保持手段と、前記セ
ル情報を用いて、通信品質を測定する周波数の優先度を決定する優先度決定手段と、前記
優先度を用いて、通信品質を測定する周波数を決定する周波数決定手段と、決定された周
波数についての測定通信品質からハンドオーバを行う周波数を決定するハンドオーバ周波
数決定手段と、決定された周波数で異周波ハンドオーバを実行するハンドーバ制御部と、
を具備することを特徴とする無線ネットワーク制御装置。
【請求項２】
　前記優先度決定手段は、前記測定通信品質が一定期間又は一定回数所定の閾値以下であ
る場合に、通信品質を測定する周波数の優先度を変更することを特徴とする請求項１記載
の無線ネットワーク制御装置。
【請求項３】
　異周波ハンドオーバが必要となったときに、通信中セル及びその周辺セルに関するセル
情報を用いて、通信品質を測定する周波数の優先度を決定する工程と、前記優先度を用い
て、通信品質を測定する周波数を決定する工程と、決定された周波数についての測定通信
品質からハンドオーバを行う周波数を決定する工程と、決定された周波数で異周波ハンド
オーバを実行する工程と、を具備することを特徴とするハンドオーバ制御方法。
【請求項４】
　前記測定通信品質が一定期間又は一定回数所定の閾値以下である場合に、通信品質を測
定する周波数の優先度を変更することを特徴とする請求項３記載のハンドオーバ制御方法
。
【請求項５】
　通信中セル及びその周辺セルに関するセル情報を保持するセル情報保持手段、前記セル
情報を用いて、通信品質を測定する周波数の優先度を決定する優先度決定手段、前記優先
度を用いて、通信品質を測定する周波数を決定する周波数決定手段、決定された周波数に
ついての通信品質を測定する指示を移動通信端末に対して行う指示手段、前記移動通信端
末で測定した通信品質からハンドオーバを行う周波数を決定するハンドオーバ周波数決定
手段、及び決定された周波数で異周波ハンドオーバを実行するハンドーバ制御部、を備え
た無線ネットワーク制御装置と、前記無線ネットワーク制御装置からの指示にしたがって
前記決定された周波数についての通信品質を測定する通信品質測定手段、及び測定された
通信品質を前記無線ネットワーク制御装置に報告する報告手段を備えた移動端末装置と、
を具備することを特徴とする無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムにおける無線ネットワーク制御装置及びハンドオーバ制御
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＩＭＴ－２０００システムでは、同一周波数帯をどのセルでも繰り返して使用す
るため、同一システム内では、移動端末装置が周波数帯間ハンドオーバをする必要がなか
った。しかしながら、近年、同一システムにおいても、異なる周波数帯が複数使用できる
状況となり、移動端末装置が異なる周波数帯間でのハンドオーバ（以下、異周波ハンドオ
ーバと呼ぶ）をする場合が出てきた。そのため、３ＧＰＰ（3rd　Generation　Partnersh
ip　Project）では、異周波ハンドオーバを実現するための技術としてコンプレストモー
ドを提案している（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　このコンプレストモードにおいては、図７に示すように、アクティブな無線リンクのフ
レームの一部を送信停止し（無線基地局装置の送信を一時的にオフ）、その間（通信品質
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測定期間）に移動端末装置においてハンドオーバ候補の無線基地局装置から送信されてい
る周波数の通信品質の測定を行う。この通信品質の測定結果は、無線ネットワーク制御装
置に送られ、無線ネットワーク制御装置は、この測定結果に基づいて異周波ハンドオーバ
する周辺セルを決定する（例えば特許文献１参照）。
【非特許文献１】３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ，　２５．２１１　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　
ａｎｄ　ｍａｐｐｉｎｇ　ｏｆ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ｏｎｔｏ　ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌｓ，　２００２年９月
【特許文献１】特開２００４－３１２６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　異周波ハンドオーバの際に、移動端末装置において、通信品質を測定すべき周波数帯の
数が多くなると、移動端末装置が通信品質の測定を行う時間が増加してしまい、異周波ハ
ンドオーバ処理が遅くなり、ひいては、通信切断が発生するという問題がある。この問題
を解決する一つの手段として、移動端末装置が測定する周波数帯の数を制限することが考
えられる。しかしながら、この場合には、移動端末装置が測定していない他の周波数帯の
通信品質が良くても、その周辺セルは異周波ハンドオーバのハンドオーバ先として候補に
挙げられないこととなり、当該通信品質が良い周辺セルとのハンドオーバをすることがで
きないという問題が考えられる。
【０００５】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、異周波ハンドオーバにおいて、通信品
質が良い周辺セルとのハンドオーバを迅速に行うことができる無線ネットワーク制御装置
及びハンドオーバ制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の無線ネットワーク制御装置は、通信中セル及びその周辺セルに関するセル情報
を保持するセル情報保持手段と、前記セル情報を用いて、通信品質を測定する周波数の優
先度を決定する優先度決定手段と、前記優先度を用いて、通信品質を測定する周波数を決
定する周波数決定手段と、決定された周波数についての測定通信品質からハンドオーバを
行う周波数を決定するハンドオーバ周波数決定手段と、決定された周波数で異周波ハンド
オーバを実行するハンドーバ制御部と、を具備することを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、異周波ハンドオーバの際に、ハンドオーバ候補となるセルの周波数
の優先度を決めた上で通信品質を測定するので、異周波ハンドオーバにおいて、通信品質
が良い周辺セルとのハンドオーバを迅速に行うことができる。
【０００８】
　本発明の無線ネットワーク制御装置においては、前記優先度決定手段は、前記測定通信
品質が一定期間又は一定回数所定の閾値以下である場合に、通信品質を測定する周波数の
優先度を変更することが好ましい。この構成によれば、ハンドオーバ先となり得る、通信
品質の良い周辺セルを効率良く探すことが可能となる。
【０００９】
　本発明のハンドオーバ制御方法は、異周波ハンドオーバが必要となったときに、通信中
セル及びその周辺セルに関するセル情報を用いて、通信品質を測定する周波数の優先度を
決定する工程と、前記優先度を用いて、通信品質を測定する周波数を決定する工程と、決
定された周波数についての測定通信品質からハンドオーバを行う周波数を決定する工程と
、決定された周波数で異周波ハンドオーバを実行する工程と、を具備することを特徴とす
る。
【００１０】



(4) JP 2010-74403 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

　この方法によれば、異周波ハンドオーバの際に、ハンドオーバ候補となるセルの周波数
の優先度を決めた上で通信品質を測定するので、異周波ハンドオーバにおいて、通信品質
が良い周辺セルとのハンドオーバを迅速に行うことができる。
【００１１】
　本発明のハンドオーバ制御方法においては、前記測定通信品質が一定期間又は一定回数
所定の閾値以下である場合に、通信品質を測定する周波数の優先度を変更することが好ま
しい。この方法によれば、ハンドオーバ先となり得る、通信品質の良い周辺セルを効率良
く探すことが可能となる。
【００１２】
　本発明の無線通信システムは、通信中セル及びその周辺セルに関するセル情報を保持す
るセル情報保持手段、前記セル情報を用いて、通信品質を測定する周波数の優先度を決定
する優先度決定手段、前記優先度を用いて、通信品質を測定する周波数を決定する周波数
決定手段、決定された周波数についての通信品質を測定する指示を移動通信端末に対して
行う指示手段、前記移動通信端末で測定した通信品質からハンドオーバを行う周波数を決
定するハンドオーバ周波数決定手段、及び決定された周波数で異周波ハンドオーバを実行
するハンドーバ制御部、を備えた無線ネットワーク制御装置と、前記無線ネットワーク制
御装置からの指示にしたがって前記決定された周波数についての通信品質を測定する通信
品質測定手段、及び測定された通信品質を前記無線ネットワーク制御装置に報告する報告
手段を備えた移動端末装置と、を具備することを特徴とする。
【００１３】
　この構成によれば、異周波ハンドオーバの際に、ハンドオーバ候補となるセルの周波数
の優先度を決めた上で通信品質を測定するので、異周波ハンドオーバにおいて、通信品質
が良い周辺セルとのハンドオーバを迅速に行うことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の無線ネットワーク制御装置は、通信中セル及びその周辺セルに関するセル情報
を保持するセル情報保持手段と、前記セル情報を用いて、通信品質を測定する周波数の優
先度を決定する優先度決定手段と、前記優先度を用いて、通信品質を測定する周波数を決
定する周波数決定手段と、決定された周波数についての測定通信品質からハンドオーバを
行う周波数を決定するハンドオーバ周波数決定手段と、決定された周波数で異周波ハンド
オーバを実行するハンドーバ制御部と、を具備するので、異周波ハンドオーバの際に、ハ
ンドオーバ候補となるセルの周波数の優先度を決めた上で通信品質を測定する。これによ
り、異周波ハンドオーバにおいて、通信品質が良い周辺セルとのハンドオーバを迅速に行
うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る無線ネットワーク制御装置を含む無線通信システム
の概略構成を示す図である。
【００１６】
　図１に示す無線通信システムは、携帯電話のような無線通信機能を備えた移動端末装置
（ＵＥ）１０と、移動端末装置１０と無線通信を行う無線基地局装置（ＢＳ）２０と、無
線基地局装置２０と接続されている無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ：Radio　Network
　Controller）３０とから主に構成されている。ＲＮＣ３０は、ネットワーク１に接続さ
れている。なお、本実施の形態においては、説明を簡便にするために、ＲＮＣ３０の配下
にあるセル間でのハンドオーバについて説明するが、本発明はこれに限定されず、ＲＮＣ
３０の配下にないセルへのハンドオーバにも適用することができる。
【００１７】
　このような無線通信システムにおいて、異周波ハンドオーバを行う場合には、ＲＮＣ３
０で通信中のセルの通信品質によりハンドオーバが必要である（移動端末装置がセル端に
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いる）と判断したときに、ＲＮＣ３０が、通信中セル及びその周辺セルに関するセル情報
を用いて、通信品質を測定する周波数の優先度を決定し、この優先度を用いて、通信品質
を測定する周波数を決定する。そして、この周波数の情報（この周波数を用いるセルの通
信品質を測定する旨の指示）を、ＢＳ２０を介してＵＥ１０に送る。ＵＥ１０においては
、ＲＮＣ３０からの指示にしたがって指示された周波数についての通信品質を測定し、そ
の測定された通信品質（測定通信品質）を、ＢＳ２０を介してＲＮＣ３０に報告する。Ｒ
ＮＣ３０においては、ＵＥ１０から報告された測定通信品質からハンドオーバを行う周波
数（この周波数を用いて通信を行う周辺セル）を決定し、この周波数で異周波ハンドオー
バを実行する。
【００１８】
　図２は、本発明の実施の形態に係る無線ネットワーク制御装置の概略構成を示す図であ
る。図２に示すＲＮＣ３０は、装置全体を制御する制御部３０１と、通信中セル及びその
周辺セルに関するセル情報を保持するセル情報保持部３０２と、通信品質を測定する周波
数の優先度を決定する優先度決定部３０４と、優先度決定部３０４で決定された優先度を
用いて、通信品質を測定する周波数を決定する周波数決定部３０３と、周波数決定部３０
３で決定された周波数について、ＵＥ１０で測定した通信品質からハンドオーバを行う周
波数（この周波数を用いて通信を行う周辺セル）を決定するハンドオーバセル決定部３０
５と、から主に構成されている。
【００１９】
　制御部３０１は、通信中のセルの通信品質を監視して、ハンドオーバが必要かどうかを
判断する。また、制御部３０１は、優先度に応じて決定した周波数の通信品質の測定を行
う旨の指示をＵＥ１０に対して行う。また、制御部３０１は、優先度に応じて決定した周
波数での通信品質から異周波ハンドオーバ先として決定された周波数で、異周波ハンドオ
ーバを実行する。また、制御部３０１は、移動端末装置からの又は移動端末装置への発着
信の制御、その他、移動端末装置１０と必要な無線通信を行うための処理などを行う。
【００２０】
　セル情報保持部３０２は、ＲＮＣ３０の配下にあるセル毎に、当該セルの周辺に存在す
るセル（以下、周辺セルと表現する）が紐づく周辺セル情報を保持する。例えば、セル情
報保持部３０２は、図３に示すようなテーブルで周辺セルの情報を管理する。図１の無線
通信システムにおいては、図３に示すように、通信中（接続中）のセルがセル２００のと
き、周辺セルはセル２０１，２０２，２０３，２０４であり、通信中（接続中）のセルが
セル２０１のとき、周辺セルはセル２００，２０２，２０３，２０４であり、通信中（接
続中）のセルがセル２０２のとき、周辺セルはセル２００，２０１，２０３，２０４であ
り、通信中（接続中）のセルがセル２０３のとき、周辺セルはセル２００，２０１，２０
２，２０４であり、通信中（接続中）のセルがセル２０４のとき、周辺セルはセル２００
，２０１，２０２，２０３である。なお、セル情報保持部３０２で保持するセル情報は、
図３に示す情報に限定されず、異周波ハンドオーバに必要となる他の情報が含まれていて
も良い。
【００２１】
　ここでは、ＵＥ１０とＲＮＣ３０とは、ＩＭＴ－２０００方式によってセル２００，２
０１，２０２，２０３，２０４とＵＥ１０との間の無線接続を介して通信することができ
るものとする。また、セル２００、セル２０１、セル２０２、セル２０３、セル２０４は
それぞれ異なる周波数ｆ０，ｆ１，ｆ２，ｆ３，ｆ４を利用してＵＥ１０と無線接続する
ようになっている。
【００２２】
　優先度決定部３０４は、ＵＥ１０で通信品質を測定する周波数の優先度を決定する。こ
ここでは、ＵＥ１０はセル２００（ｆ０）と接続中であるので、ハンドオーバ先の周波数
（セル）候補である周波数ｆ１，ｆ２，ｆ３，ｆ４の優先度を決定する。接続中のセルの
周波数と異なる周波数（異周波）の優先度の決定方法としては、例えば、予め定められた
優先度にしたがう方法、乱数により決定する方法、それぞれの周波数を用いるセルの構成
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に基づいて決定する方法などがある。ここでは、優先度１が周波数ｆ１であり、優先度２
が周波数ｆ２であり、優先度３が周波数ｆ３であり、優先度４が周波数ｆ４であるとする
。このとき、優先度１が最も優先度が高く、優先度４が最も優先度が低い。
【００２３】
　周波数決定部３０３は、優先度決定部３０４で決定された優先度を用いて、ＵＥ１０で
通信品質を測定する周波数を決定する。すなわち、ＵＥ１０で通信品質を測定する周波数
の数を予め決めておき、優先度の高いものから予め決められた数の周波数を決定する。例
えば、上記の例において、ＵＥ１０で通信品質を測定する周波数の数が２であれば、ＵＥ
１０で測定する周波数は優先度の高いものから２つ、すなわち周波数ｆ１，ｆ２となる。
【００２４】
　ハンドオーバセル決定部３０５は、ＵＥ１０で測定した通信品質（ここでは、周波数ｆ
１，ｆ２の通信品質）からハンドオーバを行う周波数（この周波数を用いて通信を行う周
辺セル）を決定する。ハンドオーバセル決定部３０５においては、ハンドオーバを許可す
ることができる所定の閾値（第１閾値）を設定しておき、周波数ｆ１，ｆ２に対する通信
品質のうちどちらかの通信品質が所定の閾値を超えていれば、その周波数で通信を行う周
辺セルをハンドオーバ先の周辺セルに決定する。また、周波数ｆ１，ｆ２に対する通信品
質の両方の通信品質が所定の閾値を超えていれば、両通信品質を比較して、より通信品質
が高い周波数を選択し、その周波数で通信を行う周辺セルをハンドオーバ先の周辺セルに
決定する。
【００２５】
　ハンドオーバセル決定部３０５は、ハンドオーバセルの決定のために周波数を切り替え
るための別の閾値（第１閾値よりも低い（通信品質が悪い）第２閾値）を設定しておき、
周波数ｆ１，ｆ２に対する通信品質のいずれの通信品質も所定の閾値以下であれば、通信
品質が一定期間又は一定回数第２閾値以下であるかどうかを判断し、ＵＥ１０で測定する
周波数を変更する。この場合においては、通信品質が一定期間又は一定回数第２閾値以下
である（通信品質が悪い）と判断されると、ハンドオーバセル決定部３０５から優先度決
定部３０４にその旨（制御信号）が送られ、優先度決定部３０４において、通信品質を測
定する周波数の優先度を変更する。すなわち、通信品質が悪いと判断した周波数の優先度
を低くして周波数の優先度を変更する。例えば、図６に示すように、通信品質の第１閾値
が１１であり、通信品質の第２閾値が５である場合においては、周波数ｆ１，ｆ２の通信
品質は、いずれも第１閾値（１１）よりも低い。このため、周波数ｆ１，ｆ２の通信品質
を第２閾値で判定する。このとき、図６に示すように、周波数ｆ２の通信品質は３回「０
」が続いている。すなわち、一定期間又は一定回数（Ｘ）第２閾値以下であるので、通信
品質が悪いと判断される。したがって、このようなときには、優先度決定部３０４で周波
数ｆ２の優先度を低くして、他の周波数の優先度が繰り上がる（優先度１は周波数ｆ１、
優先度２は周波数ｆ３、優先度３は周波数ｆ４、優先度４は周波数ｆ２）。このため、周
波数ｆ２の次に優先度が高い周波数ｆ３が、ＵＥ１０で通信品質を測定する周波数となる
。これにより、ハンドオーバ先となり得る、通信品質の良い周辺セルを効率良く探すこと
が可能となる。
【００２６】
　図４は、図１に示す無線通信システムにおける移動端末装置（ＵＥ）の概略構成を示す
図である。図４に示すＵＥ１０は、アンテナ１０１と、ＢＳ２０に対して無線信号の送受
信処理を行う無線送受信部１０２と、ＲＮＣ３０で指示された周波数での通信品質を測定
する通信品質測定部１０３とから主に構成されている。
【００２７】
　無線送受信部１０２は、ＢＳ２０との間で無線通信を行うための必要な処理などを行う
。無線送受信部１０２は、通信品質測定部１０３で測定された通信品質（測定通信品質）
をＢＳ２０経由でＲＮＣ３０に送信する。このようにして、ＵＥ１０からＲＮＣ３０に測
定通信品質が報告される。なお、ＵＥ１０は、セルとの無線接続を介して、通信中のＲＮ
Ｃ３０に対して定期的に通信中のセルの通信品質を報告する。
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【００２８】
　通信品質測定部１０３は、ＲＮＣ３０で指示された周波数での通信品質を測定する。こ
こでは、ＲＮＣ３０の指示にしたがって周波数ｆ１，ｆ２（周辺セル２０１，２０２）の
通信品質を測定する。ここで、通信品質とは、セルのＥｃ／Ｎｏ（受信電力（ＲＳＣＰ：
Received　Signal　Code　Power）を周波数帯域内の総受信電力（ＲＳＳＩ：Received　S
ignal　Strength　Indicator）で乗算したものに相当し、セル単位の通信品質を表す指標
となる）や、ＢＳ２０で送信した送信電力とＵＥ１０で受信した受信電力との間の差など
を挙げることができる。
【００２９】
　次に、本発明の実施の形態に係るハンドオーバ制御方法について説明する。図５は、本
発明の実施の形態に係るハンドオーバ制御方法を説明するためのフロー図である。ここで
は、図１においてＵＥ１０がセル２００と無線接続してＲＮＣ３０と通信を行っているも
のとする。
【００３０】
　まず、ＲＮＣ３０の制御部３０１は、ＵＥ１０から報告されてくる接続セルの通信品質
に基づいて、ハンドオーバが必要であると判断する。制御部３０１は、ＵＥ１０に測定を
指示する周波数を決定するために、まず、セル情報保存部３０２に保持されている周辺セ
ル情報に基づいて、セル２００の周辺にあるセルを特定する（ＳＴ１１）。ここで特定さ
れたセルは、周辺セル２０１，２０２，２０３，２０４となる。
【００３１】
　次いで、周波数決定部３０３がＵＥ１０に測定を指示する少なくとも１つの周辺セルの
周波数を決定する（ＳＴ１２）。この場合、まず、優先度決定部３０４において、周波数
ｆ１，ｆ２，ｆ３，ｆ４の優先度を決定する。ここでは、上述したように、優先度１が周
波数ｆ１であり、優先度２が周波数ｆ２であり、優先度３が周波数ｆ３であり、優先度４
が周波数ｆ４であると決定されたとする。優先度１は最も優先度が高く、優先度４は最も
優先度が低い。そして、次に、周波数決定部３０３は、ＵＥ１０が通信品質を測定すべき
予め定められた数の周波数（帯）を決定する。ここでは、所定数が２であり、優先度にし
たがって測定すべき周波数が周波数ｆ１，ｆ２である。
【００３２】
　制御部３０１は、このようにして決定された周波数ｆ１，ｆ２のセル２０１，２０２の
通信品質を測定し、ＲＮＣ３０に報告するようにＵＥ１０に指示する（ＳＴ１３）。ＵＥ
１０は、ＲＮＣ３０からの指示にしたがって、周波数ｆ１，ｆ２での通信品質を測定し、
当該通信品質の測定結果をＲＮＣ３０に送信する。そして、ＲＮＣ３０においては、ハン
ドオーバセル決定部３０５で、ハンドオーバ先の周辺セルとしての条件が合致しているか
、すなわちハンドオーバ先の周辺セルとして許容される通信品質を有するかどうかを判断
する（ＳＴ１４）。
【００３３】
　ここでの判断においては、周波数ｆ１又は周波数ｆ２の少なくともどちらかの通信品質
がハンドオーバを許可することができる第１閾値を超えていれば、制御部３０１でハンド
オーバが実施される（ＳＴ１５）。このとき、周波数ｆ１及び周波数ｆ２の両方の通信品
質が第１閾値を超えている場合は、両者の通信品質を比較して良い方の周波数を有する周
辺セルにハンドオーバする。なお、両方の通信品質が第１閾値を超えている場合に、他の
基準でハンドオーバすべき周波数を決定しても良い。
【００３４】
　周波数ｆ１及び周波数ｆ２の両方の通信品質が第１閾値以下である場合には、ＵＥ１０
が測定すべき周波数を変更するかどうかを判断する（ＳＴ１６）。このとき、所定の通信
品質基準として第１閾値よりも通信品質が低い第２閾値を用いる。ハンドオーバセル決定
部３０５は、図６に示すように、予め定めた一定回数又は一定時間の測定結果において、
ＵＥ１０が測定した周波数の通信品質が第２閾値を下回る場合には、ＵＥ１０が測定すべ
き周波数を変更する。このとき、予め定めた一定回数又は一定時間第２閾値以下であった
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周波数を通信品質が悪いと判断して、その周波数の優先度を低くするように優先度を変更
する。ここでは、周波数ｆ２の通信品質が悪いと判断し、優先度１を周波数ｆ１とし、優
先度２を周波数ｆ３とし、優先度３を周波数ｆ４とし、優先度４を周波数ｆ２とする。そ
して、制御部３０１は、周波数決定部３０３で決定した数（２つ）の周波数ｆ１，ｆ３（
変更後に優先度が高い２つの周波数）について通信品質を測定するようにＵＥ１０に指示
する（ＳＴ１７）。その後、上記と同様にして、ハンドオーバ先の周辺セルとして許容さ
れる通信品質を有するかどうかを判断し（ＳＴ１４）、この条件に合致した周波数の周辺
セルにハンドオーバする（ＳＴ１５）。
【００３５】
　なお、本実施の形態においては、ＵＥ１０が通信品質を測定すべき周波数の予め定めら
れた数が２である場合について説明しているが、本発明はこれに限定されず、ＵＥ１０が
通信品質を測定すべき周波数の予め定められた数が２以外の数であっても良い。
【００３６】
　このように本実施の形態に係るハンドオーバ制御方法によれば、異周波ハンドオーバの
際に、ハンドオーバ候補となるセルの周波数の優先度を決めた上で通信品質を測定するの
で、異周波ハンドオーバにおいて、通信品質が良い周辺セルとのハンドオーバを迅速に行
うことができる。
【００３７】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例え
ば、上記実施の形態においては、周辺セルが４つの場合について説明しているが、本発明
はこれに限定されず、周辺セルが４つ以外の数である場合にも同様に適用することができ
る。また、上記実施の形態において、処理部の数、管理項目、処理手順については適宜変
更して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実
施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施の形態に係る無線ネットワーク制御装置を含む無線通信システムの
概略構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る無線ネットワーク制御装置の概略構成を示す図である
。
【図３】セル情報保持部のテーブルの一例を示す図である。
【図４】図１に示す無線通信システムにおける移動端末装置の概略構成を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るハンドオーバ制御方法を説明するためのフロー図であ
る。
【図６】移動端末装置で通信品質を測定する周波数を切り替える場合を説明するための図
である。
【図７】コンプレストモードを説明するための図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　ネットワーク
　１０　移動端末装置（ＵＥ）
　２０　無線基地局装置（ＢＳ）
　３０　無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）
　１０１　アンテナ
　１０２　無線送受信部
　１０３　通信品質測定部
　２００，２０１，２０２，２０３，２０４　周辺セル
　３０１　制御部
　３０２　セル情報保持部
　３０３　周波数決定部



(9) JP 2010-74403 A 2010.4.2

　３０４　優先度決定部
　３０５　ハンドオーバセル決定部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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